
TEL：045‐228-8946

■年会費等
入会時に必要な年会費等は下表のとおりです。
(開業鍼灸師の場合）

内訳 金額

入会金 ※１ 20,000円

年会費 ※２ 45,000円

連盟年会費 ※３ 4,000円

賠償責任保険料※４ プランによる

合計 69,000～円

※1 新卒者が卒業年の9月末までに入会する場合は
10,000円となります。

※2 当会の入会と同時に上部組織である公益社団法人
日本鍼灸師会にも入会することになります。年会費に
は同会の年会費の15,000円を含みます。また入会初年
度の年会費は入会月を単位に月割りした額となります。

※3 連盟は鍼灸師会会員で構成する団体であり、鍼灸
師会の業権確保とその発展をその目的としています.連
盟年会費は入会月に関わらず定額です。（任意加入）

※4 1事故あたり2,000万円～最高3億円まで保障され
る賠償責任保険に団体割引価格にて加入出来ます。
賠償責任保険へ加入する事が入会条件の一つになりま
す。（当会に関わらず、他団体等で鍼灸施術賠償責任
保険に加入していれば免除となります）

公共交通機関の場合
〇みなとみらい線「馬車道」駅より徒歩2分
〇JR京浜東北線「関内」駅より徒歩10分

〒231‐0002
横浜市中区海岸通4－21 倉田ビル5階

■事務開所日・時間
毎週月曜日～金曜日 10：00～17：00

■アクセス

URLhttp://kanagawa.harikyu.or.jp

安心安全な鍼灸治療で県民の皆様の健康を守ります

①電話にて資料請求

②入会申込書等送付

③入会申込書・その他必要書類送付

④入会審査後、入会承諾通知発送
諸費用振込額通知
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⑤諸費用振込

⑥会員証送付

http://kanagawa.harikyu.or.jp/


★鍼灸は何のために存在をするのか？
人々が苦痛なく動けて元気で活力ある生活を
送れるためにあります。
そのために知識を深め技術の研鑽につとめ衛
生環境（感染予防）のさらなる充実を図って
います。
鍼灸の考え方の一つに、気・血・水の流れそ
して働きを重視し自然治癒力の高めるという
物があります、数千年の歴史の中で検証され
て今日まで伝承されてきたものです。
西洋医学には、分析と研究により幾多の疾患、
病気に対して治療法の開発を行い改善が見ら
れ人類に大きな貢献しています、
東洋医学は別の視点から疾患をとらえ多くの
疾患や苦痛に改善がみられているのも事実で
す。

★鍼灸師会は鍼灸の専門職として鍼灸の理解
や普及の為の活動をしております
県との折衝や他団体との交流そして学習の場
の提供を行い、さらなる向上を目指していま
す。
そして県民向け講座や鍼灸ボランティアを積
極的に行い県民、国民の皆様へ還元致します。
会員の相互理解や仲間としての情報交換を積
極的に進めていきます。
SDGｓ（持続可能な開発目標）が叫ばれてい
る現代において仲間を大切に会員と寄り添い、
共に歩んでいく会を作っていきます

神奈川県鍼灸師会の理念

★鍼灸師の知見を拡げる・・・学術部
学術部では、日曜日に学術講習会、平日夜にイブ
ニングセミナーを行っています。会員の皆様はど
ちらも無料にて参加可能です。学術講習会は、鍼
灸師はもちろん各分野の医師や専門家をお呼びし
ています。イブニングセミナーは、臨床により近
い講師をお呼びしています。会員の皆様が常に
アップデートし、新しい知見を拡げる「きっか
け」になれるように活動しています。是非ご参加
ください。

★医療事故への備え～賠償責任保険～
「もしも気胸をおこしたら…」「押圧が強すぎて
肋骨骨折させてしまった…」そんな万が一の事故
の為に、当会では全会員が賠償責任保険に加入し
ております。もしもの時には師会の先輩や専門の
保険会社がどうすれば良いか誠意をもって対応し
ます。

★健康保険療養費の取り扱い
当会では年２回の保険取扱い初心者講習会・療養
費適正運用研修会を行い、健保（国保・組合・協
会・共済）療養費・労災の一括請求代行を取り
扱っております。申請書類に不備があっても当会
が提出代行をすることにより、入金までがスムー
ズです。
また、労災取り扱い時に必要な指定指名番号は、
会への所属が取得条件となる特別な番号です。

★仲間との交流による情報共有
もちろん学術講習会の際などに仲間と情報交換す
ることもできますが、納涼会や忘年会などの交流
会を通じて気軽に仲間と触れ合うことも出来ます。
全国大会など、県を超えて、全国の鍼灸師たちと
繋がることも可能です。

会長の清水です。活動をする上で一人でも多く
の鍼灸師の力が必要となります。
神奈川県鍼灸師会は県民の皆様に喜びと感動を
提供するため多くの活動を行っております。
また当会の上部団体である（公社）日本鍼灸師
会が他団体と協調し、行政への折衝を続けた結
果、療養費（保険）が平成３１年より改定され、
医療の一員として一歩前進したと言えます。

これも組織として鍼灸師の
皆様と一致団結した活動
と言えます。
そして、当会では更に県内
関係団体と協調し、療養費
（保険）の推進を図ってお
ります。
未来に向かって共に活動し
て頂きたく、皆様のご入会
を切にお待ちしております。 会長 清水慎司

神奈川県鍼灸師会の概要

創立：1948年 神奈川県鍼灸医学会創立
初代会長 鈴木国彰

改称：1950年11月 社団法人神奈川県鍼灸師会に改称
2013年4月 公益社団法人神奈川県鍼灸師会に改称

会員数：249名（令和2年現在）
組織：総務部・財務部・学術部・保険部

組織部共済部・広報部・普及部

神奈川県鍼灸師会の活動内容 ご挨拶

会長
清水慎司

★学生の皆さまへ！（学生会員制度、学生委員
会のご案内）

学生会員制度：皆さまに知見を広げていただき
たく、年会費3,000円にて、当会主催学術行事
の無料参加、当会からの資料送付を行います。

学生委員会：2020年度より新設した委員会です。
他県からも好評を得ている第一線の講師を招い
たセミナー、ケアボランティアを介した普及活
動など、これらを共に行いませんか？

学術講習会の1幕

★危機管理委員会
2015年より「平時にできないことは有事に対
応できない」ことを念頭に、地震、豪雨、感染
症などの災害医療に関する教育を行っています。
また有事の災害対策本部に対応するための部署
も担っています。
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